
（令和6年4月1日現在）

責任共有
制度対象

責任共有
制度対象外

小規模企業者
特 別 融 資

市内で事業を営む小規模企業者で、個人

で市内に住所及び事業所を有する者又は

法人で市内に本社を有する者

1,000万円
運転資金

設備資金

7年以内

（1年以内）
－ 年1.75％

緊 急 経 営
支 援 資 金

(a)で次のいずれかに該当する者
①最近3か月の平均売上高等が、前年同期
比で著しく減少した
②原油等の仕入価格の上昇を、商品価格
に転嫁できていない
③倒産関連などの不況の影響を受けてい
る
④台風や豪雨などで被害を受けた
（法人は、事業所のみを市内に有する者
も含む）

500万円
運転資金

設備資金

7年以内

（1年以内）
年1.55％ 年1.35％

短 期 資 金 (a)と同じ 300万円 運転資金 1年以内 年1.55％ 年1.35％

宮 崎 銀 行
宮 崎 太 陽 銀 行
宮 崎 第 一 信 用 金 庫
商 工 組 合 中 央 金 庫
宮崎中央農業協同組合

創業支援資金

市内で新たに事業を開始する者又は１年

未満の者

（市外居住者も含む）

1,500万円
運転資金

設備資金

10年以内

（1年以内）
年1.6% 年1.4％

5年以内

（6ヵ月以内）

7年以内

（6ヵ月以内）

　・宮崎市税に滞納がないことがご利用の条件です。また、別途、取扱金融機関及び宮崎県信用保証協会の審査があります。

　（注）滞納無証明申請の際に、申請時点から遡って概ね１０日以内に納税された分については、領収書等をご提示いただき確認する場合があります。

　・申込に必要な書類は、取扱金融機関の窓口でお尋ねください。また、宮崎県信用保証協会（℡２４－８２５３）に直接お問合わせいただくこともできます。

宮　崎　市　中　小　企　業　融　資　制　度

融資利率

資 金 名 融 資 対 象 融資限度額 資金使途
融資期間

（据置期間）
保証料率

保証人
及び担保

取 扱 金 融 機 関

宮 崎 銀 行

宮 崎 太 陽 銀 行

西 日 本 シ テ ィ 銀 行

鹿 児 島 銀 行

大 分 銀 行

肥 後 銀 行

南 日 本 銀 行

宮 崎 第 一 信 用 金 庫

高 鍋 信 用 金 庫

商 工 組 合 中 央 金 庫

宮崎中央農業協同組合

一 般 資 金

市内で事業を営む中小企業者で、個人で

市内に住所及び事業所を有する者又は法

人で市内に本社を有する者・・・(a)

1,000万円
運転資金

設備資金

7年以内

（1年以内）
年1.95％ 年1.75％

宮 崎 銀 行

宮 崎 太 陽 銀 行

宮 崎 第 一 信 用 金 庫
中心市街地活
性化特別融資

中心市街地内の商業地域に新たに店舗や

事務所等を構える又は増改築することに

ついて具体的な計画を有し、次のすべて

に該当する者（市外居住者も含む）            

①新たな出店等に関する計画を作成し、

宮崎商工会議所の確認を受けている　 　　　　　　　　　　         

②許認可等を要する業種については、そ

の許認可等を受けている、又は申請中で

ある

5,000万円
設備資金
設備に伴う
運転資金

10年以内

（1年以内）

融資実行日現在に

都市銀行が短期プ

ライムレートとし

て決定した金利の

うち、最も多くの

数の都市銀行が採

用した金利（最頻

値）に0.200％を

上乗せした金利

（融資実行以降の

金利変動について

は、各金融機関所

定の利率にて変動

する。）

融資実行日現在に

都市銀行が短期プ

ライムレートとし

て決定した金利の

うち、最も多くの

数の都市銀行が採

用した金利（最頻

値）と同率の金利

（融資実行以降の

金利変動について

は、各金融機関所

定の利率にて変動

する。）

組 合 事 業
育 成 資 金

(a)で事業協同組合、商店街振興組合、そ

の他特別の法律によって設立された組合

及び連合会又は組合員

1組合
 5,000万円
(転貸資金は
 8,000万円)

運転資金

年2.05％ － 同 上 商 工 組 合 中 央 金 庫

設備資金

保証協会の定
める保証料率

【市補助】
1.25％を上限
とした補助
※裏面参照

法人の場合は原
則として代表者

のみとし、
個人の場合は原
則不要とする

必要により    
担保徴求



資金種別 カテゴリ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

保証料率 2.10 1.90 1.70 1.50 1.25 1.00 0.80 0.60 0.40 

市補助 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 0.80 0.60 0.40 

自己負担 0.85 0.65 0.45 0.25 0 0 0 0 0 

保証料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 

市補助 1.25 1.25 1.25 1.25 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 

自己負担 0.65 0.50 0.30 0.10 0 0 0 0 0 

※保証料率は、宮崎県信用保証協会において中小企業信用リスク情報データベース（ＣＲＤ）により算定した評点に基づいて決定します。
※①の保証料率は、地公体割引０．１％を実施した後の料率を記載しています。
※②の保証料率は、担保提供のある事業者については、保証料率表の表示料率から０．１％割り引く場合があります。
※中小企業会計に関する要領の適用状況を確認でき、②に該当する事業者については、保証料率表の表示から０．１％割り引く場合があります。

宮崎市中小企業融資制度

《融資の流れ》

①融資・保証申込
（事業計画書等）

④融資実行

宮崎市中小企業融資制度保証料率表

（令和6年4月1日現在）

小規模企業者
特別融資

上記以外

申込者 取扱金融機関
【審査】

宮崎県信用保証協会
【審査】

 ②保証
　　申込

③保証
　 承諾

①

②

創業支援資金
【宮崎商工会議所又は
市内各商工会の確認】

中心市街地活性化特別融資
【宮崎商工会議所の確認】

◎創業支援資金又は中心市街
地活性化特別融資を受けようと
する際には、事業計画書につい
て確認が必要。


